建築基準法第５６条の２第１項ただし書の規定による許可の同意の取扱い基準

建築基準法（以下「法」という。）第５６条の２第１項ただし書きの規定に基づき，日影規制に係る許可を行う場合，次に定める基準に適合するものについては，建築審査会会長が専決できるものとし，事後建築審査会に報告するものとする。

１　法第３条第２項の規定により法第５６条の２第１項の規定を受けない建築物（以下

「既存不適格建築物」という。）の増築，改築，大規模の修繕又は大規模の模様替（以

下「増築等」という。）を行うものである。

２　増築等に係る部分のみについても，法第５６条の２第１項に規定する時間（以下「規

制時間」という。）以上の日影となる部分を生じさせることがなく，かつ，既存不適格

建築物と複合することによっても既に生じさせている規制時間以上日影となる部分を

増加させることがないものであること。
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